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 ２０１２年（平成２４年）７月３０日、大阪地方裁判所（第２刑事部）は、発達障害を有

する男性が実姉を刺殺した殺人被告事件において、検察官の求刑（懲役１６年）を超える懲

役２０年の判決を言い渡した。 

 本判決は、「被告人が十分に反省する態度を示すことができないことには、アスペルガー

症候群の影響があり、通常人と同様の倫理的非難を加えることはできない」としながらも、

「いかに病気の影響があるとはいえ、十分な反省のないまま被告人が社会に復帰すれば」「被

告人が本件と同様の犯行に及ぶことが心配される。」「社会内で被告人のアスペルガー症候群

という精神障害に対応できる受け皿が何ら用意されていないし、その見込みもないという現

状の下では再犯のおそれが更に強く心配されるといわざるを得ず、」「長期間刑務所に収容す

ることで内省を深めさせる必要があり、そうすることが社会秩序の維持にも資する」と判断

した。 

 しかし、同判決が、発達障害を有することは個人の責任ではないにもかかわらず、、、、同障害

による再犯のおそれを強調し刑を加重したことは、刑法の大原則である責任主義に反する。

また、社会秩序の維持を理由に許される限り長期間刑務所に収容すべきであるとの考え方は、

発達障害者を社会から隔離する発想であり、現行法上許されない保安処分を刑罰に導入した

ものと言わざるを得ない。 

 同判決は、発達障害に対する無理解と偏見が存在するとの非難を免れないもので、発達障

害者に対する社会的な偏見や差別を助長するおそれがある。平成１７年に施行された発達障

害者支援法は、発達障害を早期に発見し、発達障害者の自立及び社会参加に資するようその

生活全般にわたる支援を図ることを目的としており、全国に発達障害者支援センターや地域

生活定着支援センターが設置されている。しかし、同判決は、アスペルガー症候群などの精

神障害に対応できる受け皿が何らなく用意される見込みもないとの明らかに誤った認識を

していると受け取られかねない表現を用いている。また、発達障害と犯罪は直接結びつくも

のでないにもかかわらず、十分な医学的検討を加えることなく、社会的に危険視し再犯可能

性を強調することは、発達障害に対する誤解と偏見を与えるおそれがある。 

 当会は、以上のとおり、同判決の量刑及び発達障害への理解についての重大な問題点を指

摘するとともに、発達障害者の社会活動への参加を支援することが国・地方公共団体・国民

の責務であることを確認し、広く社会に対し発達障害者に対する正しい理解と支援の必要性

を訴えるものである。 
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